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１． はじめに 

 
 平成 16 年、梅雨前線豪雨による高齢者被災状況を踏
まえ、内閣府は災害時要援護者の避難支援の重要性を指

摘した 1)。全国市町村に対し、要援護者避難支援対策と

対応した避難準備情報の発令および、支援体制を確立す

ることを目的とした災害時要援護者避難支援プランの策

定を求めた 1)，2)。 
 しかしながら、本プランを進める際、要援護者の個人

情報の扱いが大きなリスクとなり、各都道府県・市町村

での取り組みは困難を極めることとなっている。愛媛県

では、現在 20 市町村の内、２市町のみがこのプラン策
定を施行している。１市は内閣府の補助金を受け、国の

取り組みの一環として市内における一部モデル地域にお

いてこのプランを策定した。一方、１町は、昔ながらの

人間関係が構築されている地域であり、個人情報のリス

クが低く、要援護者の情報を既に消防・警察などの行政

機関が入手しておりプランの策定は比較的容易に行われ

た。 
 本研究事例となった新居浜市は、愛媛県第３位の人口

数であり、対象となる要援護者はかなりの数を占める。

そのため、個人情報の保護などの問題点および人口多数

による地域の人間関係のあり方を考慮すると、プラン策

定には困難を極めるものと考える。しかし、新居浜市は

平成 16 年の台風災害により、浸水、家屋半壊・全壊な
どの被害にあった、実被災経験地域である。筆者らは、

新居浜市では、この被災経験を踏まえ本プラン策定を地

域住民の協力を得ながら推進することができると仮定し、

地域住民に対しワークショップを実施しながら、災害時

要援護者避難支援プランを策定したので報告する。 
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２． 災害時要援護者避難支援プラン 

 
 災害時要援護者避難支援プランの課題は、大きく３つ

に分類される。第１に要援護者の把握、第２に要援護者

の支援者および災害時における避難方法の決定、第３に

前述した２つの情報を地域に開示し、災害時の避難支援

に活用する（なお、個人情報の取り扱いに留意する）、で

ある。 
 新居浜市における災害時要援護者となり得る対象者は

約１万人である。全市的に要援護者を把握し、さらに支

援者を決定することは困難を極める。そこで、災害時要

援護者避難支援プランは、最終的に全市域で策定する方

針とし、現段階において、避難勧告対象地区からモデル

地区を選定し上記３つの課題に従いプランの策定を試み

た。 
 
３． 災害時要援護者避難支援プラン策定の方法 

 
 新居浜市は、庁内の防災部局と福祉部局が連携し、災

害時要援護者避難支援プラン（以下、支援プランとする）

を策定するに至り庁内検討会を設置した。検討会では、

支援プランの策定方針等を決定し、各課で分担すること

で、策定を進めた。検討会は、総括的役割である防災部

局として防災安全課、消防本部、要援護者情報把握の役

割である福祉部局には福祉課（障害者および民生委員担

当）、介護福祉課（高齢者担当）、さらに地域支援者を募

り支援プランを推進していく地域代表である自治会と連

携を図る役割として市民活動推進課（自治会担当）で構

成された。 
 支援プラン策定の着手にあたり、愛媛県内他市町の支

援プラン策定先進事例（久万高原町、宇和島市）から聞

き取り調査を実施した。調査結果をもとに、検討会にお

いて支援プラン策定方針を決定した。支援プラン策定手

順は、①モデル地区を選定、②要援護者の把握、③要援

護者の把握と同時に地域支援者への共助理解促進、④要

援護者１人に対し地域支援者（原則2名以上）を決定し、
要援護者登録台帳（以下、登録台帳とする）を作成する、

⑤登録台帳の提供（災害時への活用）、とした。支援プラ

ンの策定には、要援護者およびその支援者となる地域住

民の協力が不可欠である。そこで、新居浜市市役所は、

要援護者へのアプローチと支援者となる地域住民へのア



プローチの２つを同時に実施した。その流れを図-１に示
す。 
 
(1) モデル地区の選定 
モデル地区は、平成 16 年台風災害時に被災経験があ
り、土砂災害防止法による警戒区域に指定されている西

連寺自治会4区（以下、西連寺とする）を選定した。 
 
(2) 要援護者の把握 
内閣府が提示した、災害時要援護者避難支援プランガ

イドラインに例示された要援護者対象者範囲に従い、新

居浜市における要援護者候補者を次のように定義した。 
a) 要介護保険の要介護 3 以上の居宅で生活する
者 

b) 身体障害1・2級および知的障害療育手帳Ａ 
c) 独居高齢者、高齢者世帯（ただし、高齢者条件
は75歳以上とする） 

上記a)～c)の該当者のうち、①日常的に自立してい
る、または家族等の介護があり地域支援の必要性が

明らかにない、②施設、病院等に長期入院している、

に該当するものは候補者に含まれない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 福祉部局による要援護者候補者データの抽出後、要援

護者情報の収集を実施した。要援護者情報の提供は、個

人情報の保護の観点から、要援護者候補者の意志に委ね

られる。この情報収集方法とし、内閣府は、要援護者候

補者から直接同意を得る「同意方式」、支援プランの説明

をしながら、要援護者候補者が自ら情報を提供したいと

希望する「手上げ方式」、地方公共団体の個人情報保護条

例において保有個人情報の目的外利用・第三者提供が可

能とされている規定を活用した、要援護者本人から同意

を得ずに、平常時から福祉関係部局が保有する要援護者

情報を関係機関で共有する「関係機関共有方式」の3方
式を提示している。愛媛県内の先進事例調査から判断し、

このうち、「同意方式」と「関係機関共有方式」の併用を

採択した。 
 要援護者候補者からの情報提供に対する同意は、アン

ケートにより実施した。アンケートは郵送法で行い、回

収は封筒法で行った。返信がないもしくは同意を得られ

ない、アンケート記入不備などの事情がある場合のみ、

民生委員が要援護者候補者宅を戸別訪問し直接回収した。

なお、回収にあたる民生委員は守秘義務に関する誓約書

の提出を義務付けた。 
 関係機関共有方式の施行については、個人情報保護審

査会へ諮問し、適当の旨答申を得た。 
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図-１ 新居浜市における災害時要援護者避難支援プランのフロー 



(3) 地域支援者への共助理解促進 
要援護者の把握を進めながら、地域支援者となり得る

地域住民への支援プラン協力依頼および共助理解の促進

を目的としたワークショップおよび支援プラン説明会を

実施した 3)。概要を表-１に示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) 地域支援者の決定および登録台帳の作成 
同意の得られた要援護者候補者から提供された情報

をもとに登録台帳を作成した。情報収集には、同意の得

られた要援護者候補者に、登録台帳様式を送付し、回収

した。 
登録台帳に記載される地域支援者は、要援護者候補者

自身が依頼し支援者となる住民から承諾が得られる場合

は、その選定を委ねた。要援護者候補者自身またはその

家族が地域支援者を見つけられない場合のみ、自治会お

よび自主防災組織に、要援護者候補者の近隣で支援者と

なり得る住民を探してもらうよう行政から依頼した。そ

の際、自治会・自主防災組織には守秘義務に関する誓約

書の提出を義務付けた。要援護者候補者からの同意およ

びその支援者（原則2名以上）が決定した段階で登録台
帳の完成とし、候補者は要援護者として登録される。 
 
(5) 登録台帳の提供（災害時の活用） 
庁内検討会の関係課、自治会、自主防災組織、民生委

員、消防団および警察のみ、要援護者に関する登録台帳

を提供する。民生委員へは福祉課を経由し配布。消防団

への消防本部を経由し配布。それぞれ守秘義務に関する

誓約書提出を義務付けた。外部への情報提供は、原則と

して紙媒体とし、複写およびパソコン入力は行わないこ

ととした。また、提供の際には、支援プラン全体におけ

る情報伝達の流れおよび各団体の役割を説明し、特に自

治会、自主防災組織は、市から発令された避難準備情報

を地域支援者に伝達する役割を担うため、電話連絡網の

整備を依頼した。この整備方法は地域住民に対するワー

クショップ内で行政から提案した。 

４． 事例報告・考察 

 

 モデル地区となった西連寺には、56名の要援護者候補
者が居住していた。56名の候補者を対象とし、情報提供
の同意を得るためのアンケートを送付した。回収率は

100％であった。「同意する」と答えた候補者は 17 人
（35.7％）であり、「同意しない」は7人（12.5％）、回
答不備が 4人（7.1％）、また自立して生活しており支援
不要と答えた候補者が28人（50.0％）であった。「同意
しない」および回答不備の候補者宅に民生委員が戸別訪

問した。聞き取りを行った結果、「同意しない」と回答し

た候補者のうち、5 人は同居中の家族が支援することが
可能であり、あとの2人は支援プランに同意した。また、
回答不備の候補者のうち1人が家族で支援することが可
能であり、残り 3 人は支援プランに同意した。よって、
アンケートおよび戸別訪問により、同意が得られた要援

護者候補者は、計22人であった。 
 22名の要援護者候補者に登録台帳様式を送付し、地域
支援者の決定を行った。初期の地域支援者決定状況およ

び登録台帳様式回収状況を表-2に示す。自治会（自治会
長および役員）に、地域支援者が1名のみ、および支援
者無しの要援護者候補者に対する地域支援者選定の依頼

を行った。 
 ワークショップ最終回で、自治会に対し、支援プラン

時に活用する（活用できる）連絡網および支援チームを

模擬的に作成した。その手法を用い、現在、自治会役員

が中心となり西連寺の小地区で地域住民を集め、地区別

災害時支援チームを作る方向で検討中である。支援チー

ムが形成されれば、これを元に地域支援者の連絡網を整

備し、自治会・自主防災組織の中での災害時情報伝達体

制をつくることが可能である。今後、他地域で支援プラ

ンを実施する際、地域支援者はその支援チームから選定

すると、この支援プランが実災害時に機能すると考える。

西連寺において、支援チームはまだ確立されていないが、

平成 19年 5月時点においてモデル地区西連寺では地域
支援者が要援護者1人に対し2人決定し、登録台帳が完
成した。 
行政が想定している支援プラン実施後の災害時にお

ける情報伝達および避難支援の流れを図-2に示す。 
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表-１ 地域支援者を対象としたWS概要 
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（１８％）
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（１８％）

５名

（２３％）

西連寺４区

登録者：２２名

台帳未提出支援者なし１人だけ決定２人とも決定
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表-２ 地域支援者決定状況（平成19年2月時点） 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
５． まとめ 

 

 本事例において、要援護者候補者と地域支援者それぞ

れへの行政からのアプローチが災害時要援護者避難支援

プランの策定をスムーズに進めることができたと思われ

る。支援プランにおいて地域住民の協力は不可欠である。

今まで支援プランの最大の課題とされていた個人情報保

護法にかかわる要援護者の情報提供に対する同意も重要

であるが、災害時に実際に助けてくれる地域支援者がい

るからこそ、その同意は得やすいと考える。つまり、地

域支援者の支援プランへの理解がこの策定を成功させる

鍵である。支援プランが災害時に機能するためには、避

難所・医療設備など多くの課題が残っている。新居浜市 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
におけるモデル地区以外への支援プランの更なる拡充お

よび、行政・他機関・地域住民の連携による支援体制の

充実を目指したい。 
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図-２ 新居浜市における支援プラン策定後（地域支援者決定後）の情報伝達 


